
『
久
能
寺
経
』
の
制
作
年
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制
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『
久
能
寺
経
』
と
は
、
駿
河
国
の
久
能
寺
（
現：

鉄
舟
寺
）
に
伝
来
し
て

き
た
『
法
華
経
』
及
び
開
結
経
の
通
称
で
あ
る
。
現
存
が
周
知
さ
れ
て
い
な

い
「
寿
量
品
」
を
除
き
、
所
蔵
者
ご
と
に
国
宝
や
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ

て
い
る
が
、
制
作
年
・
制
作
動
機
の
定
説
が
な
い
。
別
稿
「
平
安
時
代
の

「
結
縁
経
」」
に
お
い
て
、
制
作
動
機
の
二
大
説
に
な
っ
て
い
る
鳥
羽
院
及
び

待
賢
門
院
の
出
家
逆
修
の
際
の
制
作
と
す
る
説
を
否
定
し
た
。
本
論
で
は
、

奥
書
の
人
物
名
の
検
討
を
行
い
、『
久
能
寺
経
』
が
永
治
元
年
（
一
一
四
一
）

制
作
の
「
結
縁
経
」
で
あ
る
こ
と
、
結
縁
者
達
の
関
係
か
ら
『
久
能
寺
経
』

が
故
白
河
院
の
十
三
年
御
忌
の
「
結
縁
経
」
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド

久
能
寺
経
、
結
縁
経
、『
法
華
経
』、
院
政
期
、
待
賢
門
院

は
じ
め
に

『
久
能
寺
経
』
と
は
、
駿
河
国
の
久
能
寺
（
現：

鉄
舟
寺
）
に
伝
来
し
て
き
た

『
法
華
経
』
及
び
開
結
経
の
通
称
で
あ
る１

）

。
鉄
舟
寺
蔵
十
七
軸２

）

、
東
京
国
立
博
物

館
蔵
三
軸
、
武
藤
家
旧
蔵
四
軸３

）

、
三
井
家
旧
蔵
一
軸４

）

、
合
計
廿
五
軸
が
現
存
す
る５

）

。

現
存
が
周
知
さ
れ
て
い
な
い
「
寿
量
品
」
を
除
き
、
所
蔵
者
ご
と
に
国
宝
や
重
要

文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
経
・
品
名
と
奥
書
を
【
表
１
】
に
ま
と
め

た
。

国
宝
・
重
要
文
化
財
で
研
究
が
多
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
久
能
寺
経
』
に
は

制
作
年
・
制
作
動
機
の
定
説
が
な
い
。

『
久
能
寺
経
』
は
、
箱
に
「
一
院
」
と
記
さ
れ
た
「
寿
量
品
」
を
除
き６

）

、
全
て

に
結
縁
者
と
思
わ
れ
る
人
物
名
の
奥
書
が
あ
る
た
め
、《
結
縁
経
》
と
言
わ
れ
て

い
る
。
そ
の
奥
書
を
も
と
に
、
制
作
年
の
推
定
が
江
戸
時
代
か
ら
行
わ
れ
て
い
る７

）

。

明
治
末
〜
大
正
前
期
頃
に
は
和
田
英
松
に
よ
り
永
治
元
年
（
一
一
四
一
）
三
月
十

日
の
鳥
羽
院
出
家
逆
修
の
際
の
《
結
縁
経
》
と
の
説
が
出８

）

、
そ
の
後
、
平
成
元
年

（
一
九
八
九
）
に
小
松
茂
美
に
よ
り
康
治
元
年
（
一
一
四
二
）
二
月
の
待
賢
門
院
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出
家
逆
修
の
際
の
《
結
縁
経
》
と
す
る
説
が
出
て９

）

、
現
在
で
は
こ
の
二
説
が
大
半

を
占
め
、
こ
の
二
説
を
基
本
と
し
て
藤
原
俊
成
や
西
行
と
絡
め
た
発
展
説
が
出
て

い
る
。

し
か
し
、
逆
修
供
養
の
際
に
そ
の
被
供
養
者
が
参
加
し
て
い
る
「
結
縁
経
」
の

例
が
な
い
こ
と
と
、
鳥
羽
院
や
待
賢
門
院
の
出
家
の
際
の
日
記
類
に
は
「
結
縁

経
」
が
確
認
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、『
久
能
寺
経
』
は
鳥
羽
院
又
は
待
賢
門
院
の

出
家
逆
修
の
際
の
「
結
縁
経
」
で
は
な
い10

）

。

そ
こ
で
、
平
安
時
代
の
史
料
に
見
え
る
「
結
縁
経
」
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
辞

書
や
先
行
研
究
で
用
い
ら
れ
る
《
結
縁
経
》
の
概
念
と
異
な
っ
て
い
た
。《
結
縁

経
》
は
、『
法
華
経
』
に
限
っ
て
お
ら
ず
、
結
縁
者
自
身

が
仏
縁
を
結
ぶ
行
為
と
な
っ
て
い
る
（『
平
安
時
代
史
事

典
』『
日
本
国
語
大
辞
典
』
ほ
か
）。
一
方
、
平
安
時
代
の

「
結
縁
経
」
は
、
①
『
法
華
経
』
又
は
『
法
華
経
』
と
具

経
の
セ
ッ
ト
に
限
ら
れ
、
②
被
供
養
者
の
た
め
に
結
縁
者

達
に
よ
る
写
経
が
行
な
わ
れ
（
結
縁
者
達
は
、
被
供
養
者

の
血
縁
者
や
彼
ら
と
主
従
関
係
に
あ
る
者
が
多
い
）、
③

被
供
養
者
は
結
縁
者
と
し
て
「
結
縁
経
」
と
い
う
行
為
に

は
参
加
し
て
お
ら
ず
、
④
結
縁
者
は
一
人
一
軸
を
分
担
書

写
し
て
い
る
。

『
久
能
寺
経
』
の
制
作
動
機
を
明
ら
か
に
す
る
日
記
や

願
文
は
残
っ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、「
結
縁
経
」
で
あ

る
可
能
性
を
探
る
こ
と
に
な
る
。『
久
能
寺
経
』
は
、『
法

華
経
』
及
び
開
結
経
で
あ
り
、
①
の
条
件
を
ク
リ
ア
し
て

い
る
。
奥
書
や
経
文
の
異
な
る
書
風
か
ら
、
一
人
一
軸
を
担
当
し
て
書
写
さ
れ
て

お
り
④
も
ク
リ
ア
し
て
い
る
。
②
も
ク
リ
ア
し
て
い
れ
ば
、「
結
縁
経
」
で
あ
る

可
能
性
は
高
く
な
る
が
、
そ
れ
を
ク
リ
ア
し
て
い
る
か
否
か
は
結
縁
者
達
の
関
係

を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
関
係
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
被
供
養
者
の

特
定
も
容
易
に
な
り
、
お
の
ず
と
動
機
も
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

本
論
で
は
、
奥
書
の
人
物
名
の
検
討
を
行
い
、『
久
能
寺
経
』
が
永
治
元
年
制

作
の
「
結
縁
経
」
で
あ
る
こ
と
、
結
縁
者
達
の
関
係
か
ら
『
久
能
寺
経
』
が
故
白

河
院
の
十
三
年
御
忌
の
「
結
縁
経
」
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。

【表１】『久能寺経』各軸と奥書

巻 品 奥書 ※［ ］は尻付

東 無量義経 左大弁實親卿

一
一 序品

舟 二 方便品 左衛門尉季頼
舟
二

三 譬喩品 待賢門院
舟 四 信解品 民部大夫為季
武 五 薬草喩品 右衛門尉資経
舟 三 六 授記品 待賢門院女房越後殿
舟 七 化城喩品 待賢門院女房別当殿

八 五百弟子品
舟
四

九 人記品 内蔵頭忠能
東 十 法師品 大皇大后宮女房大夫殿
舟 十一 宝塔品 左衛門権佐室
舟 十二 提婆品 女御殿
舟
五

十三 勧持品 待賢門院女房亮殿
東 十四 安楽行品 待賢門院女房中納言殿
武 十五 涌出品 女御殿女房伯耆殿［安房守親□］
三 十六 寿量品 一院《奥書なし・箱に記載》

六
十七 分別功徳品

武 十八 随喜功徳品 故入道右府之尼姫君

十九 法師功徳品
舟 廿 不軽品 弁阿 梨心覚
舟 廿一 神力品 左大弁姫君
舟 七 廿二 嘱累品 式部大夫為範《貼紙》
舟 廿三 薬王品 左大弁室
舟 廿四 妙音品 待賢門院女房越前殿
舟 廿五 普門品 法光房弁源

八
廿六 陀羅尼品

舟 廿七 厳王品 大皇大后宮女房土左殿
武 廿八 勧発品 大皇大后宮［二條大宮也］
舟 観普賢経 前日向守通憲［小納言入道信西］

※「舟」鉄舟寺蔵、「武」武藤家旧蔵、「東」東京国立博物館蔵、「三」三井家旧蔵

一
四
六

『
久
能
寺
経
』
の
制
作
年
・
制
作
動
機
に
つ
い
て
（
山
口
希
世
美
）



一

「
結
縁
経
」
と
類
似
す
る
経
と
の
違
い

こ
こ
で
は
、「
結
縁
経
」
と
類
似
す
る
経
と
の
違
い
を
確
認
し
な
が
ら
、
四
つ

の
条
件
以
外
の
部
分
で
、『
久
能
寺
経
』
が
「
結
縁
経
」
で
あ
る
可
能
性
を
探
り

た
い
。

『
法
華
経
』
が
貴
族
達
に
分
担
書
写
さ
れ
る
の
は
、「
結
縁
経
」
の
他
に
「
一
日

経
」
が
あ
る
。「
一
日
経
」
と
は
、
一
日
の
内
に
経
を
多
人
数
で
書
写
し
供
養
す

る
こ
と
で
、『
法
華
経
』
や
『
大
般
若
経
』
等
で
行
わ
れ
る
が11

）

、「
一
日
経
」
を

「
結
縁
経
」
と
呼
ぶ
例
は
な
い
。「
一
日
経
」
で
は
紺
紙
・
色
紙
・
白
紙
等
の
料
紙

が12
）

、
貴
族
達
の
邸
へ
配
布
・
書
写
さ
れ
る
か
、
供
養
場
所
の
そ
ば
で
経
師
等
に
よ

り
書
写
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
全
軸
同
じ
料
紙
が
用
い
ら
れ
、
書
写
分
担
の
人
に

料
紙
費
用
の
負
担
は
無
い
。

一
方
、「
結
縁
経
」
の
制
作
期
間
は
約
一
か
月
で13

）

、「
荘
厳
」「
美
麗
」
と
の
感

想
が
書
か
れ
て
い
る14

）

。《
装
飾
経
》《
荘
厳
経
》
と
言
わ
れ
る
『
久
能
寺
経
』
各
軸

の
装
飾
は
異
な
り
、
あ
る
程
度
の
期
間
を
か
け
て
制
作
さ
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
た

め
、『
久
能
寺
経
』
は
「
一
日
経
」
よ
り
「
結
縁
経
」
の
可
能
性
が
高
い
。

「
一
日
経
」「
結
縁
経
」
以
外
に
も
分
担
書
写
の
例
が
あ
る
（『
権
記
』
長
保
四

年
九
月
廿
九
日
・
十
月
廿
二
日
、
寛
弘
八
年
八
月
十
一
日
）。
し
か
し
、「
結
縁

経
」
用
語
の
初
見
で
あ
る
治
安
元
年
（
一
〇
二
一
）
九
月
十
日
以
前
の
例
で
あ
り

（『
小
右
記
』）、
ま
た
「
結
縁
経
」
の
条
件
を
ク
リ
ア
し
て
い
な
い
。

「
結
縁
経
」
は
、
被
供
養
者
が
い
る
こ
と
か
ら
「
願
経
」
の
一
種
で
あ
る
。
そ

の
た
め
、『
法
華
経
』
で
単
な
る
「
願
経
」
と
の
区
別
は
難
し
い
が
、
平
安
時
代

後
期
以
降
の
制
作
で
あ
る
こ
と
、
被
供
養
者
の
存
在
と
一
人
一
軸
分
担
書
写
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
れ
ば
「
結
縁
経
」
の
可
能
性
が
高
い
。

「
結
縁
経
」
が
、「
一
日
経
」
や
単
な
る
分
担
書
写
と
異
な
る
点
は
、「
結
縁
経
」

に
参
加
す
る
結
縁
者
に
料
紙
・
書
写
の
費
用
負
担
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。「
結
縁

経
」
へ
の
参
加
に
は
、
費
用
負
担
す
る
と
い
う
自
主
性
が
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
か

ら
こ
そ
、
血
縁
者
や
主
従
関
係
に
あ
る
、
被
供
養
者
に
身
近
な
者
が
結
縁
者
と
し

て
参
加
す
る
の
で
あ
る
。『
久
能
寺
経
』
は
、
各
軸
料
紙
の
天
地
高
の
違
い
や15

）

、

経
文
の
書
風
も
異
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
結
縁
者
が
そ
れ
ぞ
れ
費
用
負
担
し
て

制
作
し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、『
久
能
寺
経
』
は
「
結
縁
経
」
の

可
能
性
が
高
い
。

二

『
久
能
寺
経
』
の
結
縁
者
達
｜
制
作
年
の
検
討
｜

『
久
能
寺
経
』
奥
書
の
人
物
名
が
結
縁
者
で
あ
る
こ
と
、
奥
書
が
経
制
作
よ
り

や
や
後
の
鎌
倉
時
代
初
期
ま
で
に
一
人
の
人
物
に
よ
っ
て
書
き
込
ま
れ
た
と
す
る

こ
と
は
定
説
に
な
っ
て
い
る
。

『
久
能
寺
経
』
の
制
作
年
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
奥
書
の
人
物
特
定
と
、
そ

の
表
記
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。『
久
能
寺
経
』
の
制
作
年
に
諸
説
あ
る
の
は
、

官
職
等
の
表
記
に
年
代
の
統
一
感
が
無
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
本

当
に
そ
う
な
の
か
、
以
下
で
確
認
し
て
い
く
。
ま
た
、
他
の
結
縁
者
達
と
の
関
係

も
見
て
い
く
。

■
『
観
普
賢
経
』
前
日
向
守
通
憲
小
納
言
入
道
信
西

「
前
日
向
守
通
憲
」
と
尻
付
の
「
小
納
言
入
道
信
西
」
は
、
奥
書
の
中
で
時
期

の
異
な
る
名
が
併
記
さ
れ
た
唯
一
の
例
で
、
同
筆
同
墨
色
で
あ
る
こ
と
か
ら16

）

、
経
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の
制
作
と
奥
書
の
時
期
が
異
な
る
。

通
憲
（
一
一
〇
六
｜
一
一
五
九
）
は
、
南
家
藤
原
氏
実
兼
男
で
、
実
兼
没
後
に

高
階
経
敏
の
養
子
に
な
り
、
出
家
の
約
三
ヶ
月
前
に
藤
原
姓
に
戻
し
て
い
る17

）

。
天

養
元
年
（
一
一
四
四
）
七
月
廿
二
日
に
出
家
、
翌
年
二
月
四
日
以
前
に
法
名
を
円

空
か
ら
信
西
に
改
め
て
い
る
（『
台
記
』）。
藤
原
頼
長
が
、
久
安
三
年
（
一
一
四

七
）
八
月
十
五
日
ま
で
は
「
通
憲
法
師
」、
同
年
九
月
十
四
日
・
十
一
月
卅
日
に

は
併
記
（『
台
記
』）、
翌
年
八
月
七
日
以
降
に
「
信
西
」
と
記
す
こ
と
か
ら
（「
婚

記
」）、
奥
書
が
書
か
れ
た
の
は
、
信
西
の
法
名
が
周
り
の
人
々
に
周
知
さ
れ
た
久

安
四
年
以
降
だ
ろ
う
。

「
前
日
向
守
」
と
は
、
日
向
守
を
退
い
た
散
位
の
者
の
呼
称
で
、
こ
の
表
記
は

経
制
作
時
の
情
報
と
思
わ
れ
る
。
通
憲
が
「
前
日
向
守
」
と
呼
ば
れ
る
期
間
は
、

保
延
六
年
（
一
一
四
〇
）
正
月
の
除
目
か
ら18

）

、
天
養
元
年
正
月
の
任
少
納
言
ま
で

で
あ
る
（『
台
記
』
二
月
一
日
）。

通
憲
は
鳥
羽
院
の
北
面
か
ら
判
官
代19

）

。
又
、
藤
原
璋
子
の
中
宮
六
位
少
進
か
ら
、

天
治
元
年
（
一
一
二
四
）
十
二
月
一
日
の
待
賢
門
院
殿
上
始
で
蔵
人
に
な
り
、
の

ち
に
判
官
代
と
な
る20

）

。

■
「
方
便
品
」
左
衛
門
尉
季
頼

季
頼
は
、
藤
原
季
仲
男
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
が21

）

、
文
徳
源
氏
季
範
男

と
指
摘
さ
れ
定
説
に
な
っ
て
い
る22

）

。
季
頼
（
一
一
一
二
｜
一
一
五
一
）
は
鳥
羽
院

近
臣
で
（『
台
記
』
天
養
元
年
十
二
月
廿
六
日
・
久
安
三
年
正
月
六
日
・
久
安
六

年
二
月
廿
日
）、
季
範
は
白
河
院
の
北
面
か
ら
鳥
羽
院
・
待
賢
門
院
の
北
面
（『
中

右
記
』
大
治
四
年
閏
七
月
廿
五
日
）、
季
範
の
弟
資
遠
は
白
河
院
崩
御
の
際
に
臥

内
に
候
し
た
一
人
で
あ
る
（『
長
秋
記
』
大
治
四
年
七
月
七
日
）。

季
頼
は
、
長
承
三
年
（
一
一
三
四
）
六
月
廿
二
日
に
右
衛
門
少
尉
か
ら
左
衛
門

尉
に
転
じ23

）

、
仁
平
元
年
（
一
一
五
一
）
正
月
二
日
、
左
衛
門
少
尉
の
ま
ま
卒
し
て

い
る
（『
本
朝
世
紀
』）。

■
「
信
解
品
」
民
部
大
夫
為
季

「
民
部
大
夫
」
と
は
、
民
部
丞
を
経
て
叙
爵
・
従
五
位
下
に
な
っ
た
散
位
の
者

の
呼
称
で
あ
る
。
近
い
年
代
に
為
季
と
い
う
人
物
は
、
藤
原
姓
（
二
人
）・
紀

姓
・
源
姓
が
い
る
。

藤
原
為
季：

定
任
男
。
定
任
は
、
長
久
元
年
（
一
〇
四
〇
）
四
月
十
日
に
殺
害

さ
れ
て
い
る
（『
春
記
』
十
一
日
）。
そ
の
男
な
ら
ば
他
の
結
縁
者
達
と
世
代
が
合

わ
ず
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
結
縁
者
で
は
な
い24

）

。

藤
原
為
季：

足
立
鍬
太
郎
、
ヘ
レ
ー
ネ
・
ア
ル
ト
が
指
摘
す
る
本
名
が
為
季
の

隆
頼
は25

）

、
祖
父
親
隆
（「
宝
塔
品
」
結
縁
者
の
夫
）・
父
為
親
（
保
延
年
間
（
一
一

三
五
〜
一
一
四
〇
）
頃
誕
生
）
か
ら
世
代
に
無
理
が
あ
り
、
結
縁
者
で
は
な
い
。

紀
為
季：

天
永
二
年
（
一
一
一
一
）
八
月
十
一
日
（『
長
秋
記
』）
と
長
承
三
年

八
月
一
日
（『
平
安
遺
文
』
二
三
〇
四
）
に
右
衛
門
府
生
と
見
え
、
そ
う
簡
単
に

五
位
に
な
れ
る
人
物
で
は
な
く
、
結
縁
者
で
は
な
い
。

源
為
季：

保
延
三
年
正
月
卅
日
の
除
目
入
眼
に
「
治
部
少
丞
源
為
季
」（『
中
右

記
』）、
康
治
二
年
八
月
十
一
日
に
「
散
位
源
為
季
於
待
賢
門
院
御
所
之
辺
頓
死
仁和

寺
法
金

剛
院

」「
為
季
者
歴
弾
正
忠
任
民
部
丞
者
也
」
と
見
え
る
（『
本
朝
世
紀
』）。
結

縁
者
と
す
る
高
柳
光
寿
に
私
も
同
意
で
あ
る26

）

。
女
院
に
は
民
部
丞
の
推
挙
権
が
あ

る
こ
と
、
為
季
が
没
し
た
場
所
か
ら
、
為
季
は
待
賢
門
院
近
習
で
あ
る
と
小
松
が

明
ら
か
に
し
て
い
る27

）

。
鳥
羽
院
近
習
説
は28

）

、
管
見
の
限
り
史
料
で
確
認
で
き
な
い
。

出
自
は
不
明
で
あ
る
。

一
四
八

『
久
能
寺
経
』
の
制
作
年
・
制
作
動
機
に
つ
い
て
（
山
口
希
世
美
）



■
「
薬
草
喩
品
」
右
衛
門
尉
資
経

長
承
三
年
十
月
廿
日
、
熊
野
詣
の
鳥
羽
院
の
共
の
中
に
「
北
面
衆
右
衛
門
尉
資

経
」
と
「
武
者
所
惟
経
、
男
資
経
」
の
二
人
の
資
経
が
見
え
る
（『
長
秋
記
』）。

結
縁
者
の
可
能
性
が
高
い
の
は
前
者
だ
ろ
う
。
近
い
年
代
に
右
衛
門
尉
で
あ
る
資

経
は
、
藤
原
姓
（
三
人
）・
豊
原
姓
・
源
姓
が
い
る
。

藤
原
資
経：

足
立
に
よ
り
南
家
藤
原
氏
懐
尹
男
が
指
摘
さ
れ
た29

）

。
そ
の
母
は
大

中
臣
輔
親
（
九
五
四
｜
一
〇
三
八
）
女
と
思
わ
れ
、
資
経
甥
正
季
の
母
は
高
階
成

順
（
一
〇
四
〇
没
）
女
で
あ
る
。
世
代
が
離
れ
て
お
り
、
結
縁
者
で
は
な
い
。

藤
原
資
経：

高
柳
に
よ
り
指
摘
さ
れ
た
有
信
（
一
〇
三
九
｜
一
〇
九
九
）
男
は30

）

、

藤
原
宗
忠
（「
随
喜
功
徳
品
」
結
縁
者
の
父
）
の
母
方
従
兄
弟
で
あ
る
。
し
か
し

『
尊
卑
分
脈
』
に
官
位
記
載
が
無
い
こ
と
や
、
兄
弟
の
実
光
が
永
治
元
年
に
七
十

三
歳
で
あ
る
こ
と
か
ら
世
代
的
な
違
和
感
が
あ
り
（『
公
卿
補
任
』）、
結
縁
者
と

は
別
人
と
考
え
る
。

藤
原
資
経：

長
承
元
年
正
月
廿
六
日
の
除
目
下
名
に
右
衛
門
「
少
尉
藤
資
経
」

と
見
え
る
（『
中
右
記
』）。
も
し
前
記
有
信
男
な
ら
ば
、
父
の
地
位
か
ら
考
え
て

右
衛
門
尉
任
官
は
二
十
歳
頃
と
思
わ
れ
る
が
、
有
信
が
亡
く
な
っ
て
三
十
三
年
た

っ
て
お
り
、
こ
の
資
経
は
有
信
男
と
は
別
人
で
、
出
自
は
不
明
で
あ
る
。

豊
原
資
経：

仁
平
元
年
八
月
十
日
に
「
検
非
違
使
」「
右
衛
門
尉
豊
原
資
経
」

と
見
え
（「
春
日
詣
記
」『
台
記
』）、
頼
長
の
到
着
を
鳥
羽
院
に
伝
え
て
い
る
。

源
資
経：

仁
平
二
年
正
月
廿
六
日
以
降
、
検
非
違
使
右
衛
門
尉
と
見
え
る

（『
兵
範
記
』『
台
記
』）。『
平
治
物
語
絵
巻
』
に
信
西
の
首
を
受
け
取
っ
た
検
非
違

使
と
し
て
「
源
判
官
資
経
」
が
登
場
す
る31

）

。
先
に
記
し
た
長
承
三
年
の
惟
経
男
な

の
で
（『
高
野
御
幸
記
』（『
群
書
類
従
』
巻
四
二
））、
前
者
二
人
よ
り
も
結
縁
者

と
し
て
の
可
能
性
は
低
い
と
考
え
る
。

三
人
目
の
藤
原
姓
と
豊
原
姓
の
ど
ち
ら
か
が
結
縁
者
と
し
て
可
能
性
が
高
い
と

考
え
る
が
、
ど
ち
ら
か
が
誤
記
で
同
一
人
物
の
可
能
性
も
感
じ
、
結
縁
者
を
特
定

で
き
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
右
衛
門
尉
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
鳥
羽
院
と
の
主

従
関
係
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

■
「
人
記
品
」
内
蔵
頭
忠
能

忠
能
と
い
う
人
物
は
、
同
時
代
に
高
階
姓
と
藤
原
姓
が
い
る
。

高
階
忠
能：

保
延
五
年
二
月
廿
三
日
・
久
寿
二
年
五
月
三
日
に
兵
部
少
輔
と
見

え32
）

、
そ
の
地
位
を
考
え
れ
ば
結
縁
者
で
は
な
い
。

藤
原
忠
能：

父
経
忠
は
、
白
河
院
崩
御
の
際
に
素
服
を
着
た
白
河
院
近
臣

（『
中
右
記
』
大
治
四
年
七
月
十
五
日
）、
母
藤
原
実
子
（
公
実
女
）
は
鳥
羽
院
の

乳
母
で
あ
る
。
実
子
と
待
賢
門
院
は
姉
妹
の
た
め
、
忠
能
（
一
〇
九
四
｜
一
一
五

八
）
は
待
賢
門
院
の
甥
で
あ
る
。
片
野
四
郎
に
指
摘
さ
れ
て
以
来
の
定
説
の
通
り

結
縁
者
と
考
え
る33

）

。
忠
能
は
、
鳥
羽
院
別
当
（『
長
秋
記
』
保
延
元
年
五
月
十
八

日
）、
待
賢
門
院
別
当
（『
平
安
遺
文
』
二
三
二
四
）
を
務
め
て
い
る
。
忠
能
の
内

蔵
頭
の
時
期
は
、
永
治
元
年
四
月
八
日
に
藤
原
清
隆
が
去
っ
た
後
か
ら
、
天
養
元

年
正
月
五
日
の
忠
能
の
従
三
位
叙
位
ま
で
で
あ
る
（『
公
卿
補
任
』）。

■
「
譬
喩
品
」
待
賢
門
院

待
賢
門
院
・
藤
原
璋
子
（
一
一
〇
一
｜
一
一
四
五
）
は
、
鳥
羽
天
皇
の
中
宮
で
、

息
子
の
崇
徳
天
皇
が
践
祚
し
た
翌
年
・
天
治
元
年
十
一
月
廿
四
日
に
待
賢
門
院
の

院
号
宣
旨
を
受
け
る
。
康
治
元
年
二
月
廿
六
日
に
出
家
、
久
安
元
年
八
月
廿
二
日

に
崩
御
す
る
。

■
「
授
記
品
」
待
賢
門
院
女
房
越
後
殿

一
四
九

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要

文
学
研
究
科
篇

第
四
十
六
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）



出
自
等
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

■
「
化
城
喩
品
」
待
賢
門
院
女
房
別
当
殿

大
治
四
年
（
一
一
二
九
）
九
月
廿
八
日
の
故
白
河
院
の
た
め
の
「
結
縁
経
」
に

も
参
加
し
て
い
る
女
房
と
思
わ
れ
、
大
治
五
年
十
二
月
廿
一
日
に
待
賢
門
院
の
女

房
と
し
て
見
え
る
（『
長
秋
記
』）。

令
子
内
親
王
女
房
の
別
当
（
藤
原
基
俊
女
）
と
同
一
人
物
の
可
能
性
が
指
摘
さ

れ
て
い
る34

）

。
令
子
内
親
王
と
待
賢
門
院
の
良
好
な
関
係
か
ら
肯
定
で
き
る
可
能
性

は
あ
る
が
、
女
別
当
の
兼
務
例
が
見
当
た
ら
ず
、
決
定
づ
け
ら
れ
な
い
。
私
は
結

縁
者
と
は
別
人
と
考
え
て
い
る
。

近
い
時
代
、
別
当
を
称
す
結
縁
者
と
は
別
人
の
女
房
に
、
寛
治
三
年
（
一
〇
八

九
）
九
月
十
五
日
に
伊
勢
斎
宮
善
子
内
親
王
の
女
別
当
に
任
じ
ら
れ
た
藤
原
仁
子

（『
朝
野
群
載
』
巻
第
四
）、
賀
茂
斎
院
禧
子
内
親
王
の
女
別
当
藤
原
師
通
女
（『
長

秋
記
』
長
承
二
年
九
月
五
日
）、
皇
后
藤
原
泰
子
の
内
侍
別
当
公
・
国
俊
女
（『
長

秋
記
』
長
承
三
年
三
月
十
九
日
）、
源
師
子
（
藤
原
忠
実
室
）
女
房
で
藤
原
兼
長

等
母
の
源
師
俊
女
・
別
当
君
（『
台
記
』
久
安
六
年
三
月
八
日
）、
藤
原
光
隆
（
近

衛
天
皇
乳
母
子
）
室
の
別
当
局
（『
兵
範
記
』
久
寿
二
年
九
月
五
日
）、
皇
嘉
門
院

藤
原
聖
子
の
別
当
で
歌
人
の
村
上
源
氏
俊
隆
女
も
い
る
（『
尊
卑
分
脈
』、『
玉
葉
』

養
和
元
年
十
二
月
五
日
）。

■
「
勧
持
品
」
待
賢
門
院
女
房
亮
殿

出
自
等
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
ア
ル
ト
は
、
鳥
羽
院
の
東
宮
時
代
の
女
房
で

藤
原
兼
子
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
が35

）

、
史
料
が
な
く
決
定
づ
け
ら
れ
な
い
。

■
「
安
楽
行
品
」
待
賢
門
院
女
房
中
納
言
殿

藤
原
定
実
女
で
、
康
治
元
年
二
月
廿
六
日
に
待
賢
門
院
と
共
に
出
家
し
た
女
房

二
人
の
内
の
ひ
と
り
で
あ
る
（『
本
朝
世
紀
』）。
兄
弟
定
信
（
一
〇
八
八
誕
生
）

の
年
齢
か
ら
「
六
十
歳
に
近
い
老
成
し
た
女
官
」
と
植
村
和
堂
は
推
察
し
て
い
る36

）

。

■
「
妙
音
品
」
待
賢
門
院
女
房
越
前
殿

出
自
等
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

■
「
勧
発
品
」
大
皇
大
后
宮
二
條
大
宮
也

「
二
條
大
宮
」
は
、
白
河
院
皇
女
令
子
内
親
王
（
一
〇
七
八
｜
一
一
四
四
）
で

あ
る
。
嘉
承
二
年
（
一
一
〇
七
）
十
一
月
廿
九
日
に
鳥
羽
天
皇
の
准
母
と
し
て
皇

后
に
な
り
（『
中
右
記
』）、
白
河
院
崩
御
を
受
け
て
大
治
四
年
七
月
廿
六
日
に
皇

后
在
位
の
ま
ま
出
家
し
た
（『
中
右
記
』『
長
秋
記
』）。
長
承
三
年
三
月
十
九
日
に

太
皇
太
后
に
な
り
（『
中
右
記
』『
長
秋
記
』）、
邸
の
場
所
と
太
皇
太
后
の
通
称
か

ら
二
条
大
宮
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。

令
子
内
親
王
は
、
待
賢
門
院
自
筆
経
を
故
白
河
院
の
た
め
に
供
養
す
る
待
賢
門

院
御
所
三
条
殿
へ
行
啓
し
た
り
（『
長
秋
記
』
大
治
五
年
五
月
廿
五
日
）、
令
子
内

親
王
に
仕
え
た
女
房
六
条
が
待
賢
門
院
に
堀
河
の
名
で
仕
え
た
り
、
令
子
内
親
王

と
待
賢
門
院
は
親
し
い
。

■
「
法
師
品
」
大
皇
大
后
宮
女
房
大
夫
殿

天
養
元
年
四
月
廿
一
日
に
令
子
内
親
王
が
崩
御
す
る
と
、
同
年
六
月
二
日
に
、

令
子
内
親
王
の
姉
妹
で
同
居
し
て
い
た
前
斎
院
禎
子
（
眞
子
）
内
親
王
が
出
家
し

た
。
そ
の
時
に
、
大
夫
も
出
家
し
て
い
る
（『
台
記
』
同
月
四
日
）。
出
自
は
不
明

で
あ
る
。

足
立
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
藤
原
伊
行
女
は37

）

、
定
信
の
孫
で
、
建
礼
門
院
右

京
大
夫
と
姉
妹
で
あ
る
か
ら
、
結
縁
者
と
は
別
人
で
あ
る
。

近
い
時
代
、
他
に
も
大
夫
を
称
す
女
房
が
い
る
。
待
賢
門
院
女
房
で
歌
人
の
大

一
五
〇

『
久
能
寺
経
』
の
制
作
年
・
制
作
動
機
に
つ
い
て
（
山
口
希
世
美
）



夫
前
典
侍
源
顕
仲
女
と
（『
長
秋
記
』
長
承
二
年
七
月
七
日
・
大
治
五
年
十
二
月

二
日
）、
近
衛
天
皇
に
仕
え
た
大
夫
典
侍
で
あ
る
（『
兵
範
記
』
久
寿
二
年
八
月
一

日
・
九
月
五
日
）。

■
「
厳
王
品
」
大
皇
大
后
宮
女
房
土
左
殿

近
い
時
代
に
土
佐
を
称
す
女
房
は
多
く
、
鳥
羽
天
皇
の
内
侍
（『
中
右
記
』
永

久
二
年
十
一
月
廿
日
）、
待
賢
門
院
女
房38

）

、
藤
原
家
成
・
成
親
家
女
房39

）

、
鳥
羽
院

晩
年
に
寵
愛
を
得
て
二
条
天
皇
の
乳
母
に
な
っ
た
源
光
保
女
・
保
子40

）

、
藤
原
頼
長

の
伯
母
で
あ
り
乳
母
の
藤
原
盛
実
女
（『
台
記
』
康
治
元
年
十
月
二
日
・
久
安
四

年
六
月
廿
八
日
）、
藤
原
忠
通
室
藤
原
宗
子
の
女
房
経
子
（『
兵
範
記
』
久
安
五
年

十
月
廿
六
日
）、
近
衛
天
皇
の
内
侍
が
い
る41

）

。

小
松
と
ア
ル
ト
に
よ
り
頼
長
乳
母
と
同
一
人
物
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る42

）

。

ア
ル
ト
は
『
台
記
』
天
養
元
年
十
二
月
十
八
日
の
「
亥
刻
、
女
房
、
奉
為
故
前
斎

宮
女房

養
母
供
養
一
品
経
」
を
引
き
、「
故
前
斎
宮
」
を
令
子
内
親
王
、「
女房

養
母
」

を
乳
母
の
土
佐
と
す
る
。
し
か
し
養
母
と
乳
母
で
は
意
味
が
異
な
り
、『
台
記
』

に
お
け
る
令
子
内
親
王
の
表
記
は
「
大
宮
」
や
「
太
皇
太
后
」
の
た
め
前
斎
宮
と

は
別
人
で
あ
る
。
前
斎
宮
が
女
房
（
頼
長
室
藤
原
幸
子
）
の
養
母
で
あ
っ
た
た
め

に
、
そ
の
菩
提
供
養
に
幸
子
が
一
品
経
を
供
養
し
て
い
る
一
文
で
あ
り
、
頼
長
乳

母
で
は
な
い
。

ま
た
、
梶
谷
亮
治
に
よ
り
待
賢
門
院
女
房
と
同
一
人
物
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ

て
い
る43

）

。
待
賢
門
院
女
房
を
名
乗
る
人
物
が
多
い
の
に
、
そ
れ
を
名
乗
ら
な
い
事

は
不
自
然
で
あ
り
、
別
人
と
考
え
る
。

よ
っ
て
、
土
佐
の
出
自
等
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

■
「
宝
塔
品
」
左
衛
門
権
佐
室

小
松
が
指
摘
す
る
よ
う
に44

）

、
左
衛
門
権
佐
は
、
保
延
五
年
正
月
廿
四
日
に
任
じ

ら
れ
久
安
二
年
十
二
月
廿
一
日
に
去
っ
て
い
る
、
藤
原
親
隆
で
あ
る
（『
公
卿
補

任
』）。
親
隆
（
一
〇
九
九
｜
一
一
六
五
）
は
為
房
男
で
、
鳥
羽
院
の
判
官
代
か
ら

別
当
に
な
り45

）

、
待
賢
門
院
判
官
代
も
務
め
て
い
る
（『
長
秋
記
』
保
延
元
年
五
月

十
八
日
）。

そ
の
親
隆
室
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
は
、
平
知
信
女
・
藤
原
為
隆
女
・
源

顕
通
女
・
平
時
信
女
の
四
人
で
あ
る
（『
尊
卑
分
脈
』）。
親
隆
子
息
の
誕
生
時
期

は
、
為
隆
女
所
生
の
長
男
為
親
が
保
延
年
間
（
一
一
三
五
〜
一
一
四
〇
）
か
そ
れ

ほ
ど
遡
ら
な
い
時
期
、
顕
通
女
所
生
の
二
男
為
綱
が
永
治
元
年
（『
兵
範
記
』
仁

平
三
年
正
月
十
四
日
）、
知
信
女
所
生
の
三
男
親
雅
が
久
安
元
年
で
あ
る
（『
弁
官

補
任
』（『
群
書
類
従
』
巻
四
五
））。
時
信
女
所
生
は
僧
侶
の
た
め
、
彼
等
よ
り
後

の
誕
生
と
思
わ
れ
る
。
誕
生
時
期
の
検
討
か
ら
で
は
顕
通
女
の
可
能
性
が
あ
る
が
、

『
尊
卑
分
脈
』
に
「
官
女
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
妾
と
推
察
す
る
。
そ
れ
に
、
長

承
元
年
正
月
十
四
日
に
は
す
で
に
知
信
女
と
結
婚
し
て
お
り46

）

、
仁
平
二
年
二
月
十

九
日
に
見
え
る
「
尾
州
女
房
」
も
知
信
女
で
あ
る
こ
と
か
ら
（『
兵
範
記
』）、
知

信
女
が
親
隆
の
正
妻
と
思
わ
れ
、
結
縁
者
と
考
え
る
。

■
「
提
婆
品
」
女
御
殿

女
御
は
、
藤
原
長
実
女
・
得
子
で
あ
る
。
保
延
五
年
五
月
十
八
日
に
近
衛
を
生

む
と
、
同
年
八
月
廿
七
日
に
正
式
な
女
御
と
な
る47

）

。
永
治
元
年
十
二
月
廿
七
日
に

近
衛
天
皇
の
母
后
と
し
て
皇
后
、
久
安
五
年
八
月
三
日
に
美
福
門
院
の
院
号
宣
旨

を
受
け
る
。

皇
后
や
美
福
門
院
と
呼
ば
れ
る
期
間
の
方
が
長
い
に
も
関
わ
ら
ず
、「
女
御
」

と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
奥
書
は
制
作
時
の
情
報
が
強
く
反
映
さ
れ
て
い
る

一
五
一

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要

文
学
研
究
科
篇

第
四
十
六
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）



の
だ
ろ
う
。

■
「
涌
出
品
」
女
御
殿
女
房
伯
耆
殿
安
房
守
親
□

奥
書
の
尻
付
は
「
安
房
守
親
」
よ
り
下
が
欠
損
し
て
い
る
が
、
高
柳
に
よ
り

「
安
房
守
親
忠
室
」
と
書
か
れ
て
い
た
も
の
と
推
察
さ
れ
て
定
説
に
な
っ
て
い
る48

）

。

伯
耆
は
得
子
の
乳
母
だ
が49

）

、
出
自
は
不
明
で
あ
る
。
熊
谷
宣
夫
に
よ
り
藤
原
成

実
女
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
た
が50

）

、
成
実
女
は
平
信
範
と
の
間
に
信
清
を
生
ん
だ

高
陽
院
女
房
で
あ
り
（『
兵
範
記
』
仁
安
二
年
七
月
三
日
、『
尊
卑
分
脈
』）、
別
人

で
あ
る
。

藤
原
親
忠
（
一
〇
九
五
｜
一
一
五
三
）
は
、
得
子
の
乳
母
夫
で
あ
り
伯
耆
の
夫

で
あ
る
（『
台
記
』
久
安
三
年
八
月
十
七
日
、「
宇
槐
記
抄
」
仁
平
三
年
六
月
廿
一

日
）。
親
忠
父
に
つ
い
て
は
、『
尊
卑
分
脈
』
で
親
保
・
親
信
・
親
棟
と
一
定
し
な

い
が
、
親
信
・
親
棟
に
つ
い
て
は
谷
山
茂
に
よ
り
否
定
さ
れ
て
い
る51

）

。
同
時
代
の

大
治
二
年
正
月
廿
日
に
民
部
卿
藤
原
忠
教
男
の
山
城
守
親
忠
も
見
え
る
が
（『
中

右
記
』）、
伯
耆
の
夫
は
こ
の
時
卅
四
歳
で
、
そ
ん
な
年
齢
の
人
物
に
対
し
て
「
民

部
卿
子
」
と
記
す
と
は
思
え
な
い
。
忠
教
男
は
、
伯
耆
の
夫
と
は
別
人
で
あ
る
。

親
忠
は
、
保
延
二
年
十
一
月
四
日
に
安
房
守
に
任
じ
ら
れ
（『
中
右
記
』）、
康

治
二
年
四
月
三
日
に
も
見
え
る
の
で
重
任
し52

）

、
久
安
二
年
三
月
十
八
日
以
前
に
摂

津
守
へ
遷
任
し
て
い
る
（『
本
朝
世
紀
』）。

■
「
随
喜
功
徳
品
」
故
入
道
右
府
之
尼
姫
君

尼
姫
は
、
高
陽
院
藤
原
泰
子
と
考
え
ら
れ
て
い
た
時
期
も
あ
る
が53

）

、
藤
原
宗
忠

女
と
す
る
説
が
出
て
定
説
に
な
っ
て
い
る54

）

。
宗
忠
の
薨
去
は
、
永
治
元
年
四
月
廿

日
で
あ
る
。

尼
姫
の
兄
弟
宗
能
は
得
子
の
姉
妹
（
長
実
女
）
を
妻
に
し
て
お
り
、
高
柳
・
白

畑
・
小
松
が
そ
の
事
に
注
目
し
て
い
る55

）

。
そ
の
血
縁
関
係
に
よ
る
尼
姫
参
加
の
可

能
性
が
あ
る
の
か
、
二
人
の
結
婚
時
期
を
先
に
検
討
す
る
。
特
筆
の
な
い
限
り
以

下
史
料
は
『
中
右
記
』
で
あ
る
。

宗
能
は
、
康
和
四
年
（
一
一
〇
二
）
十
月
十
六
日
に
藤
原
行
実
女
と
結
婚
し
た

が
、
離
婚
か
死
別
。
天
仁
元
年
（
一
一
〇
八
）
四
月
八
日
に
結
婚
し
た
為
隆
女
と

は
死
別
し
た
よ
う
で
、
為
隆
女
所
生
と
思
わ
れ
る
息
子
達
が
相
次
い
で
出
家
し
て

い
る56

）

。
さ
ら
に
二
人
の
妻
と
死
別
後
（
大
治
五
年
六
月
十
七
日
、
保
延
二
年
六
月

十
日
）、
別
の
女
性
と
結
婚
し
た
が
、
天
養
元
年
九
月
廿
二
日
に
妾
と
共
に
そ
の

妻
宅
を
出
て
い
る
（『
台
記
』）。
宗
能
と
長
実
女
の
息
子
宗
家
（
信
能
）
が
保
延

五
年
生
ま
れ
の
た
め
（『
公
卿
補
任
』）、
こ
の
妻
が
長
実
女
だ
ろ
う
。『
久
能
寺

経
』
が
制
作
さ
れ
た
時
に
は
、
宗
能
は
長
実
女
と
結
婚
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
宗

能
妻
・
長
実
女
と
の
縁
に
よ
る
尼
姫
の
参
加
の
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

次
に
、
尼
姫
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
小
松
は57

）

、
大
治
二
年
十
一
月
十
五
日
の

「
下
官
姫
令
暁
参
」
の
姫
を
宗
忠
女
と
す
る
が
、
五
節
の
舞
姫
の
こ
と
で
あ
り
血

縁
関
係
は
無
い
。

宗
忠
（
一
〇
六
二
｜
一
一
四
一
）
に
は
、
正
妻
藤
原
行
房
女
（
一
〇
五
八
｜
一

一
三
六
）
と
の
間
に
女
子
五
人
（
長
治
元
年
十
一
月
九
日
）、
中
宮
篤
子
内
親
王

女
房
の
但
馬
（
一
〇
七
四
｜
一
一
〇
五
）
と
の
間
に
一
〜
三
人
の
女
子
が
い
る

（
長
治
二
年
閏
二
月
十
三
日
・
嘉
承
二
年
八
月
廿
七
日
）。

正
妻
腹
の
、
五
女
と
（
大
治
五
年
六
月
廿
四
日
）、
既
婚
の
三
女
と
推
察
す
る

女
子
が58

）

、
宗
忠
よ
り
早
世
し
て
い
る
。
二
女
と
推
察
す
る
一
条
殿
に
住
ん
で
い
る

女
子
は59

）

、
未
婚
の
可
能
性
が
高
い
。

『
尊
卑
分
脈
』
で
は
、
宗
忠
に
四
人
の
女
子
が
確
認
で
き
る
。
藤
原
宗
輔
室
は

一
五
二

『
久
能
寺
経
』
の
制
作
年
・
制
作
動
機
に
つ
い
て
（
山
口
希
世
美
）



承
徳
二
年
十
二
月
廿
八
日
に
露
顕
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
正
妻
腹
の
長
女
と
推
察

す
る
。
永
久
二
年
（
一
一
一
四
）
八
月
十
日
に
露
顕
の
源
憲
俊
室
と
、
元
永
元
年

六
月
十
五
日
に
男
子
を
出
産
し
て
い
る
源
顕
国
室
は
、
そ
の
長
幼
及
び
母
親
は
特

定
で
き
な
い
。
藤
原
実
能
室
は
、
所
生
の
公
親
に
対
し
て
長
承
元
年
正
月
二
日
に

頂
餅
が
行
わ
れ
て
お
り
、
四
人
の
中
で
は
一
番
若
く
、
母
は
但
馬
の
可
能
性
が
高

い
。後

述
す
る
よ
う
に
『
久
能
寺
経
』
は
永
治
元
年
七
月
頃
に
供
養
の
可
能
性
が
高

く
、
尼
姫
は
宗
忠
の
一
周
忌
を
過
ぎ
な
い
中
で
の
参
加
で
あ
る
。
未
出
家
の
場
合
、

喪
中
が
参
加
の
際
に
問
題
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
結
縁
者
は
宗
忠
薨
去
の

時
に
は
出
家
済
み
で
、
離
婚
も
し
く
は
未
婚
と
思
わ
れ
る
。
一
条
殿
に
住
む
女
子

か
、
保
安
二
年
に
夫
に
先
立
た
れ
た
顕
国
室
、
但
馬
所
生
の
女
子
の
い
ず
れ
か
が

結
縁
者
と
考
え
る
。

■
『
無
量
義
経
』
左
大
弁
實
親
卿

実
親
（
一
〇
八
七
｜
一
一
四
八
）
は
平
時
範
男
で
あ
る
。
天
治
元
年
十
一
月
廿

四
日
に
中
宮
璋
子
の
待
賢
門
院
の
院
号
宣
旨
に
伴
い
、
中
宮
権
大
進
か
ら
判
官
代

に
な
る60

）

。

実
親
が
左
大
弁
の
期
間
は
、
保
延
元
年
四
月
九
日
か
ら
永
治
元
年
十
二
月
二
日

で
、
翌
康
治
元
年
正
月
一
日
に
従
三
位
に
叙
さ
れ
る
。
し
か
し
保
延
二
年
十
一
月

四
日
に
参
議
に
な
っ
て
お
り
（『
公
卿
補
任
』）、
公
卿
で
あ
る
こ
と
か
ら
奥
書
に

「
卿
」
が
付
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

■
「
薬
王
品
」
左
大
弁
室

左
大
弁
室
は
、
実
親
の
妻
で
あ
る
。
藤
原
為
隆
女
と
考
え
ら
れ
て
い
た
時
期
も

あ
る
が61

）

、
保
安
元
年
七
月
八
日
に
廿
七
歳
で
没
し
て
い
る
こ
と
か
ら
（『
中
右

記
』）、
小
松
に
よ
り
否
定
さ
れ
て
い
る62

）

。
結
縁
者
は
そ
れ
以
降
に
実
親
と
結
婚
し

た
別
の
女
性
で
、
出
自
は
不
明
で
あ
る
。

■
「
不
軽
品
」
弁
阿

梨
心
覚

心
覚
は
、
か
つ
て
は
源
信
綱
男
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
た
が63

）

、
高
柳
に
よ
り
実

親
男
と
指
摘
さ
れ
定
説
に
な
っ
て
い
る64

）

。
心
覚
は
永
久
五
年
生
ま
れ
な
の
で65

）

、
母

親
は
為
隆
女
と
思
わ
れ
る
。
長
承
元
年
二
月
廿
八
日66

）

、
長
承
三
年
二
月
十
七
日
に

園
城
寺
僧
と
見
え
る
（『
中
右
記
』）。
そ
の
後
、
心
覚
は
真
言
宗
に
改
宗
す
る
。

保
延
三
年
十
二
月
廿
九
日
の
太
政
官
牒
に
真
言
宗
の
東
寺
僧
と
見
え
、
こ
の
時
に

定
額
僧
を
辞
退
し
て
い
る
こ
と
か
ら67

）

、
す
で
に
東
寺
の
《
寺
分
阿

梨68
）

》
職
を
得

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

同
じ
時
代
、
興
福
寺69

）

と
比
叡
山
に
も70

）

、
別
人
の
心
覚
が
い
る
。

■
「
神
力
品
」
左
大
弁
姫
君

左
大
弁
姫
は
実
親
女
で
、
実
親
に
は
二
人
の
娘
が
い
る71

）

。

一
人
は
藤
原
実
衡
室
と
な
り
、
出
家
後
に
真
如
房
と
呼
ば
れ
る
。
実
衡
の
薨
去

は
康
治
元
年
二
月
八
日
で
（『
公
卿
補
任
』。『
台
記
』
九
日
）、『
久
能
寺
経
』
制

作
時
に
は
結
婚
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
実
衡
室
は
、
永
久
二
年
生
ま
れ
の
た
め

（『
山
槐
記
』
治
承
四
年
十
一
月
二
日
）、
母
親
は
為
隆
女
と
思
わ
れ
る
。

も
う
一
人
は
藤
原
俊
経
室
と
な
り
、
俊
経
（
一
一
一
三
｜
一
一
九
一
）
二
男
親

経
を
仁
平
元
年
に
生
ん
で
い
る72

）

。
親
経
に
は
異
母
兄
顕
行
が
い
る
た
め
、
俊
経
室

は
『
久
能
寺
経
』
が
制
作
さ
れ
た
時
に
は
未
婚
の
可
能
性
が
あ
り
、
梶
谷
が
指
摘

す
る
よ
う
に
結
縁
者
と
考
え
る73

）

。

■
「
普
門
品
」
法
光
房
弁
源

弁
源
は
延
暦
寺
僧
で
あ
る
。
正
月
の
御
斎
会
に
、
永
治
元
年
、
久
安
元
年
、
久
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安
三
年
と
参
加
し
て
い
る74

）

。
久
安
元
年
に
は
阿

梨
と
見
え
る
が
永
治
元
年
に
は

見
え
な
い
た
め
、『
久
能
寺
経
』
制
作
時
に
は
阿

梨
に
な
っ
て
い
な
い
と
思
わ

れ
る
。
長
承
二
年
五
月
十
九
日
、
保
延
元
年
五
月
十
二
日
（『
中
右
記
』）、
久
安

五
年
五
月
十
五
日
（『
本
朝
世
紀
』）
の
春
季
御
読
経
論
議
に
も
参
加
し
て
い
る
。

弁
源
の
出
自
は
不
明
で
あ
る
。

以
上
、
同
一
筆
に
よ
る
奥
書
の
結
縁
者
名
を
検
討
し
て
き
た
。
人
物
を
特
定
で

き
た
全
て
の
名
称
・
官
職
が
、
宗
忠
が
薨
去
し
た
永
治
元
年
四
月
廿
日
か
ら
、
実

親
が
左
大
弁
を
去
る
十
二
月
二
日
ま
で
の
期
間
を
含
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
奥
書

表
記
の
年
代
は
統
一
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
奥
書
に
は
『
久
能
寺
経
』
が
制
作

さ
れ
た
時
の
、
よ
り
断
定
す
れ
ば
供
養
さ
れ
た
日
の
情
報
が
書
か
れ
て
い
る
と
考

え
る
。

残
り
二
人
、
奥
書
が
他
と
は
別
人
の
筆
で
貼
紙
の
「
式
部
大
夫
為
範
」
と
、
奥

書
で
は
な
く
箱
に
描
か
れ
て
い
る
「
一
院
」
に
つ
い
て
も
、
そ
の
結
論
が
当
て
は

ま
る
の
か
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。

■
「
嘱
累
品
」
式
部
大
夫
為
範

「
式
部
大
夫
」
と
は
、
式
部
丞
を
経
て
叙
爵
・
従
五
位
下
に
な
っ
た
散
位
の
者

の
呼
称
で
あ
る
。

近
い
時
代
に
、
藤
原
為
範
が
二
人
い
る
。

北
家
藤
原
氏
成
家
男
は
、
馬
允
か
ら
右
衛
門
尉
に
な
り
、
検
非
違
使
に
補
さ
れ

る75
）

。
仁
安
三
年
（
一
一
六
八
）
正
月
六
日
叙
爵
の
た
め
（『
兵
範
記
』）、
結
縁
者

で
は
な
い
。

式
家
藤
原
氏
邦
忠
男
の
母
は
平
時
範
女
で
（『
尊
卑
分
脈
』）、
為
範
は
実
親
の

甥
に
あ
た
る
。
定
説
の
通
り
結
縁
者
と
考
え
る76

）

。
為
範
は
、
大
治
四
年
正
月
十
四

日
に
白
河
院
蔵
人
か
ら
崇
徳
天
皇
の
六
位
蔵
人
（『
中
右
記
』）、
大
治
五
年
正
月

廿
八
日
に
式
部
少
丞
に
任
じ
ら
れ
た
（『
中
右
記
』、『
長
秋
記
』
同
年
九
月
廿
八

日
）。
天
承
元
年
（
一
一
三
一
）
正
月
十
九
日
に
五
位
と
見
え
（『
長
秋
記
』）、
す

で
に
蔵
人
と
式
部
少
丞
を
去
っ
て
い
る
。
式
部
大
夫
と
呼
ば
れ
る
散
位
の
状
態
が

長
く
続
き77

）

、
よ
う
や
く
嘉
応
元
年
（
一
一
六
九
）
正
月
十
一
日
に
摂
津
守
に
任
じ

ら
れ
る
が
、
翌
嘉
応
二
年
四
月
七
日
に
辞
退
し
て
い
る
（『
兵
範
記
』）。

為
範
の
式
部
大
夫
と
呼
ば
れ
る
期
間
が
長
く
、
他
軸
に
奥
書
き
さ
れ
た
期
間
も

含
ん
で
い
る
が
、「
嘱
累
品
」
の
奥
書
も
『
久
能
寺
経
』
制
作
時
の
情
報
が
反
映

さ
れ
た
表
記
と
考
え
る
。

■
「
寿
量
品
」
一
院

植
村
に
よ
る
と
、「
寿
量
品
」
に
は
奥
書
が
無
く
、
納
め
た
箱
の
貼
紙
に
「
一

院
宸
筆
、
妙
法
蓮
華
経
寿
量
品
一
巻
」
と
書
か
れ
て
い
る
と
い
う78

）

。
箱
の
写
真
掲

載
が
無
く
、
他
軸
の
奥
書
・
貼
紙
と
字
を
比
較
で
き
な
い
。

「
寿
量
品
」
の
結
縁
者
が
「
一
院
鳥
羽
院
」
と
記
さ
れ
た
古
い
史
料
は
、
江
戸

時
代
初
期
の
史
料
で
、『
久
能
寺
経
』
と
共
に
久
能
寺
に
伝
え
ら
れ
、
現
在
は
武

藤
家
旧
蔵
四
巻
と
共
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
「
久
能
寺
住
物
法
花
廿
八
品
目
録
」
で

あ
る79

）

。

「
一
院
」
と
い
う
呼
称
は
、
二
人
以
上
の
上
皇
が
い
る
場
合
に
、
最
初
に
上
皇

と
な
っ
た
人
に
対
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、『
久
能
寺
経
』
が
供

養
さ
れ
た
永
治
元
年
四
月
廿
日
〜
十
二
月
二
日
に
上
皇
は
鳥
羽
院
だ
け
で
あ
り
、

制
作
時
の
情
報
で
は
な
い
。
箱
の
文
字
が
奥
書
と
同
じ
時
期
に
書
か
れ
た
な
ら
ば
、

一
五
四

『
久
能
寺
経
』
の
制
作
年
・
制
作
動
機
に
つ
い
て
（
山
口
希
世
美
）



い
つ
か
。
結
縁
者
と
し
て
「
一
院
」
の
可
能
性
が
あ
る
の
は
、
鳥
羽
院
と
後
白
河

院
の
み
で
あ
る
。
後
白
河
院
は
永
治
元
年
に
は
十
五
歳
で
、
独
自
に
写
経
費
用
を

負
担
で
き
る
と
は
思
え
な
い
。
散
逸
経
緯
等
か
ら
、「
寿
量
品
」
が
補
写
と
は
思

え
な
い
の
で
、「
久
能
寺
住
物
法
花
廿
八
品
目
録
」
の
「
一
院
鳥
羽
院
」
を
信
じ

て
よ
い
だ
ろ
う
。

奥
書
は
上
皇
と
し
て
鳥
羽
院
と
崇
徳
院
の
二
人
が
い
る
期
間
、
永
治
元
年
十
二

月
七
日
〜
保
元
元
年
（
一
一
五
六
）
七
月
七
日
に
書
か
れ
、「
寿
量
品
」
の
箱
に

は
奥
書
が
書
か
れ
た
時
の
情
報
が
書
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
通
憲
の
所
で
久
安

四
年
以
降
と
検
討
し
た
事
と
も
矛
盾
し
な
い
。

『
久
能
寺
経
』
の
結
縁
者
達
は
、
鳥
羽
院
や
待
賢
門
院
、
実
親
の
血
縁
者
や
、

鳥
羽
院
・
待
賢
門
院
等
と
主
従
関
係
に
あ
る
者
が
多
く
確
認
で
き
た
。
そ
れ
に
よ

り
、『
久
能
寺
経
』
は
「
結
縁
経
」
と
し
て
の
四
つ
の
条
件
の
内
三
つ
を
ク
リ
ア

で
き
、「
結
縁
経
」
の
可
能
性
は
高
い
。

三

『
久
能
寺
経
』
の
被
供
養
者
・
発
願
者
の
検
討

『
久
能
寺
経
』
が
「
結
縁
経
」
な
ら
ば
、
誰
を
被
供
養
者
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

結
縁
者
最
高
位
は
鳥
羽
院
で
あ
る
。
被
供
養
者
の
従
者
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か

ら
、
血
縁
者
だ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
と
、『
久
能
寺
経
』
に
参
加
し
て
い
る
鳥
羽

院
、
待
賢
門
院
、
令
子
内
親
王
が
、
大
治
四
年
九
月
廿
八
日
供
養
の
故
白
河
院
の

た
め
の
「
結
縁
経
」
に
も
参
加
し
て
い
る
こ
と
が
気
を
引
く
（『
長
秋
記
』）。
そ

の
際
に
金
泥
が
止
め
ら
れ
て
い
る
事
も
（『
長
秋
記
』
同
年
八
月
廿
八
日
）、
紺
紙

金
泥
が
無
い
『
久
能
寺
経
』
へ
の
影
響
が
推
察
さ
れ
る
。
永
治
元
年
は
、
故
白
河

院
の
十
三
年
御
忌
の
年
に
当
た
り
、
そ
の
菩
提
供
養
に
『
久
能
寺
経
』
が
企
画
さ

れ
た
と
私
は
考
え
る80

）

。
だ
か
ら
結
縁
者
と
し
て
、
皇
后
藤
原
泰
子
（
高
陽
院
）
や

そ
の
女
房
達
が
参
加
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
泰
子
は
鳥
羽
天
皇
へ
の
入
内
を
白

河
院
に
阻
ま
れ
、
そ
の
際
に
父
忠
実
が
失
脚
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
。
逆
に
、
結

縁
者
と
し
て
参
加
し
て
い
る
人
物
は
白
河
院
に
恩
を
感
じ
て
い
る
人
物
だ
っ
た
と

思
わ
れ
、
参
加
の
縁
が
は
っ
き
り
し
な
い
尼
姫
（
宗
忠
女
）
や
左
衛
門
権
佐
室

（
知
信
女
）
に
つ
い
て
は
、
白
河
院
女
房
を
し
て
い
た
こ
と
か
ら
の
参
加
の
可
能

性
が
出
て
く
る
。

被
供
養
者
が
故
白
河
院
と
す
る
と
、
そ
の
供
養
を
発
願
し
た
の
は
誰
だ
ろ
う
か
。

結
縁
者
最
高
位
の
鳥
羽
院
と
仮
定
す
る
と
、
結
縁
者
に
公
卿
や
殿
上
人
が
少
な
い

の
で
、
発
願
者
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

女
房
の
参
加
が
多
い
待
賢
門
院
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
結
縁
者
の
女
御
得
子
は
、

永
治
元
年
当
時
、
待
賢
門
院
と
良
好
な
関
係
で
は
な
い
。
得
子
の
父
長
実
は
、
白

河
院
崩
御
の
際
に
素
服
を
着
て
お
り
（『
中
右
記
』
大
治
四
年
七
月
十
五
日
）、
白

河
院
の
恩
恵
を
受
け
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
一
族
と
し
て
得
子
が
「
結
縁
経
」（『
久

能
寺
経
』）
に
参
加
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
待
賢
門
院
発
願
の
場
合
、
参
加
し
た

か
は
疑
問
で
あ
る
。

「
結
縁
経
」
の
制
作
期
間
は
約
一
か
月
で
あ
る
。
し
か
し
、
女
性
が
発
願
者
の

場
合
、
自
筆
に
時
間
が
か
か
り
、
書
写
途
中
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
（『
玉
葉
』

寿
永
元
年
正
月
十
二
日
）。
待
賢
門
院
も
自
筆
写
経
を
行
う
こ
と
は
あ
る
が
（『
中

右
記
』『
長
秋
記
』
大
治
五
年
五
月
廿
五
日
・
長
承
二
年
六
月
十
一
日
）、『
久
能

寺
経
』「
譬
喩
品
」
の
経
文
は
筆
の
走
り
が
早
く81

）

、
藤
原
定
信
筆
と
い
う
の
が
定

説
で
あ
る82

）

。
永
治
元
年
当
時
、
待
賢
門
院
の
体
調
は
い
い
と
は
言
え
ず
、
康
治
元
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年
の
出
家
に
も
繫
が
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、『
久
能
寺
経
』
は
、
待
賢
門
院
発
願
の
可
能
性
は
低
い

と
考
え
る
。

私
は
、
開
経
『
無
量
義
経
』
結
縁
者
の
実
親
と
考
え
る83

）

。
結
縁
者
に
、
実
親
の

血
縁
者
が
四
人
も
い
て
、
実
親
よ
り
高
位
の
臣
下
が
参
加
し
て
い
な
い
こ
と
も
あ

る
。
実
親
は
、
待
賢
門
院
近
臣
だ
が
、
鳥
羽
院
の
信
任
も
得
て
い
た
と
思
わ
れ
、

翌
康
治
元
年
に
は
従
三
位
に
な
る
。
実
親
が
、
鳥
羽
院
及
び
待
賢
門
院
等
、
故
白

河
院
に
縁
の
あ
る
人
物
を
こ
の
「
結
縁
経
」
に
誘
っ
た
の
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

『
久
能
寺
経
』
奥
書
の
人
物
名
の
検
討
に
よ
り
、『
久
能
寺
経
』
は
、
永
治
元
年

四
月
廿
日
〜
十
二
月
二
日
の
間
に
供
養
さ
れ
、
故
白
河
院
十
三
年
御
忌
の
た
め
に

制
作
さ
れ
た
「
結
縁
経
」
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
故
白
河
院
忌
日
の
七
月
七
日
頃

に
供
養
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
奥
書
が
記
さ
れ
た
の
は
、
鳥
羽
院
と
崇
徳
院
が

上
皇
と
し
て
い
る
期
間
で
、
か
つ
、「
信
西
」
の
名
が
朝
廷
社
会
に
浸
透
す
る
、

久
安
四
年
〜
保
元
元
年
七
月
七
日
の
間
だ
ろ
う
。

本
論
に
お
い
て
『
久
能
寺
経
』
の
制
作
年
・
制
作
動
機
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、

ま
だ
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
西
行
や
俊
成
の
和
歌
か
ら
、
彼
ら
が
制
作
に
関
わ
っ

た
と
す
る
説
で
あ
る
。

康
治
元
年
の
待
賢
門
院
出
家
逆
修
の
際
の
「
結
縁
経
」
と
す
る
説
は
否
定
し
た

の
で84

）

、
そ
の
説
を
前
提
と
す
る
西
行
が
制
作
に
関
わ
っ
た
と
す
る
説
は
全
て
否
定

で
き
る
。

し
か
し
、
俊
成
の
「
薬
草
喩
品
」
を
歌
題
と
し
た
和
歌
「
春
雨
は

こ
の
も
か

の
も
の

草
も
木
も

わ
か
ず
緑
に

染
る
な
り
け
り
」
が85

）

、『
久
能
寺
経
』
の

「
薬
草
喩
品
」
見
返
し
絵
に
見
事
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と86

）

、
康
治

頃
と
す
る
説
を
一
蹴
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
和
歌
の
詞
書
に
「
康
治
の
比

ほ
ひ
、
待
賢
門
院
の
中
納
言
の
君
、
法
花
経
廿
八
品
歌
結
縁
の
た
め
人
々
に
詠
ま

す
と
て
、
題
を
送
て
侍
し
か
ば
、
詠
み
て
送
り
し
歌
」
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

歌
絵
と
は
人
物
を
主
と
す
る
絵
で
、

す
で
に
あ
る
和
歌
を
絵
に
し
て
元
の
和

歌
を
判
じ
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
、
ま
た
は
、

絵
に
謎
を
持
た
せ
て
絵
様
を
つ

く
り
新
し
く
歌
を
詠
ま
せ
る
も
の
で
あ
る87

）

。

「
薬
草
喩
品
」
見
返
し
絵
と
俊
成
和
歌
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
俊
成
の
和
歌
が

見
返
し
絵
に
反
映
さ
れ
た
、
つ
ま
り
歌
絵
の

と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
歌
絵
の

、
見
返
し
絵
を
見
て
俊
成
が
和
歌
を
詠
ん
だ
と
考
え
れ
ば
、
問
題
は
氷
解
す
る
。

待
賢
門
院
の
御
所
で
『
法
華
経
』
を
歌
題
と
す
る
和
歌
会
が
康
治
頃
に
行
わ
れ
、

で
き
あ
が
っ
た
『
久
能
寺
経
』
を
も
と
に
詠
ん
だ
歌
を
俊
成
が
提
出
し
た
の
だ
ろ

う
。
俊
成
と
『
久
能
寺
経
』
の
制
作
は
切
り
離
す
べ
き
で
あ
る
。

〔
注
〕

１
）
以
下
、
経
名
・
品
名
は
略
称
を
用
い
る
。

２
）
本
論
で
は
制
作
時
に
つ
い
て
扱
う
の
で
、
国
宝
十
九
軸
の
内
、
鎌
倉
時
代
の
補

配
本
「
勧
発
品
」「
陀
羅
尼
品
」（『
社
寺
調
査
報
告
』
二
二

京
都
国
立
博
物
館

二
〇
〇
一
年
）
を
除
い
て
論
を
進
め
る
。

３
）
近
年
の
展
示
図
録
（『
久
能
寺
経
と
古
経
楼
』
五
島
美
術
館

一
九
九
一
年
、

『
ま
ぼ
ろ
し
の
久
能
寺
経
に
出
会
う

平
安
古
経
展
』
奈
良
国
立
博
物
館

二
〇

一
五
年
）
で
「
個
人
蔵
」
表
記
の
た
め
、
本
論
で
は
「
武
藤
家
旧
蔵
」
と
表
記

す
る
。

４
）
植
村
和
堂
「
久
能
寺
経
に
つ
い
て
」（『
平
安
（
四
）』
日
本
書
道
大
系
五

講
談

一
五
六

『
久
能
寺
経
』
の
制
作
年
・
制
作
動
機
に
つ
い
て
（
山
口
希
世
美
）



社

一
九
七
三
年
）
で
「
某
家
」
表
記
の
た
め
、
本
論
で
は
「
三
井
家
旧
蔵
」

と
表
記
す
る
。

５
）『
久
能
寺
経
』
と
し
て
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
五
島
美
術
館
蔵
の
「
序

品
」「
法
師
功
徳
品
」
は
、
久
能
寺
か
ら
の
散
逸
が
確
か
な
八
軸
と
異
な
り
、

『
久
能
寺
経
』
と
通
称
す
る
前
提
で
あ
る
久
能
寺
が
所
蔵
し
て
い
た
こ
と
を
史
料

で
確
認
で
き
な
い
た
め
、
本
論
で
は
『
久
能
寺
経
』
と
し
て
は
扱
わ
な
い
。

６
）
植
村
和
堂
「
久
能
寺
経
の
寿
量
品
に
つ
い
て
」『
清
和
』
第
二
二
七
号

清
和
書

道
会

一
九
七
一
年
。

７
）『
久
能
寺
蔵

典

證
』
新
宮
文
庫
（
水
野
忠
央
）
一
八
五
八
年
（
古
筆
学
研
究

所
『
古
筆
と
写
経
』
古
筆
学
叢
林
第
二
巻

八
木
書
店

一
九
八
九
年
）、『
古

法
華
經
模
本
』
一
八
五
八
年
（
慶
應
義
塾
大
学
図
書
館
蔵

請
求
記
号
２
１

５
＠
１
５
４
０
＠
１
）。

８
）
和
田
英
松
の
論
文
掲
載
は
不
明
。
辻
善
之
助
「
信
仰
と
趣
味
」（『
國
華
』
第
二

九
編
第
二
冊
（
第
三
三
九
号
）

國
華
社

一
九
一
八
年
）、
白
畑
よ
し
「
久
能

寺
経
」（
京
都
国
立
博
物
館
『
三
十
六
人
家
集
と
久
能
寺
経
』
便
利
堂

一
九
五

三
年
）
に
よ
る
。
但
し
同
説
を
、
足
立
鍬
太
郎
「
久
能
寺
の
研
究
」（『
静
岡
県

史
蹟
名
勝
天
然
紀
念
物
調
査
報
告
』
第
七
集

静
岡
県

一
九
三
一
年
）
は

「
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
史
料
編
纂
所
の
研
究
」
と
す
る
。
史
料
編
纂
所
は
昭
和

四
年
（
一
九
二
九
）
に
史
料
編
纂
掛
か
ら
名
称
変
更
し
て
お
り
、
史
料
編
纂
掛

『
久
能
寺
経
解
題
附
奥
書
目
録
』（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
『
久
能
寺
経
解
題
』

昭
和
初
頃
（
明
治
末
〜
大
正
前
期
の
可
能
性
）

請
求
記
号
４
１
１
７

２
）
及

び
、
東
京
帝
国
大
学
史
料
編
纂
掛
「
待
賢
門
院
御
筆
法
華
経
」（『
古
文
書
時
代

鑑
解
説
』
上

一
九
二
五
年
）
が
和
田
の
研
究
と
推
察
す
る
。

９
）
小
松
茂
美
「
待
賢
門
院
と
久
能
寺
経
｜
久
能
寺
経
の
成
立
を
さ
ぐ
る
｜
」
古
筆

学
研
究
所
『
古
筆
と
写
経
』
古
筆
学
叢
林
第
二
巻

八
木
書
店

一
九
八
九
年
。

但
し
、
康
治
の
可
能
性
は
、
白
畑
よ
し
「
法
華
経
歌
絵
に
就
い
て
」（
東
京
美
術

研
究
所
『
美
術
史
学
』
八
八
号

岩
波
書
店

一
九
四
四
年
）
が
す
で
に
指
摘

し
て
い
る
。

10
）
山
口
希
世
美
「
平
安
時
代
の
「
結
縁
経
」
｜
『
久
能
寺
経
』
の
制
作
動
機
研
究

の
前
提
と
し
て
｜
」『
日
本
歴
史
』（
予
定
）。

11
）『
後
二
条
師
通
記
』
寛
治
六
年
十
月
廿
九
日
。『
中
右
記
』
嘉
保
二
年
十
一
月
十

七
日
、
永
長
元
年
三
月
十
八
日
、
承
徳
元
年
九
月
五
日
、
承
徳
二
年
九
月
八
日
、

康
和
四
年
二
月
十
九
日
、
長
治
二
年
三
月
卅
日
・
九
月
十
五
日
、
嘉
承
元
年
三

月
十
日
・
四
月
十
七
日
、
嘉
承
二
年
七
月
十
日
・
十
四
日
・
八
月
十
三
日
・
九

月
廿
三
日
、
保
延
元
年
五
月
五
日
。『
殿
暦
』
康
和
三
年
七
月
廿
三
日
、
康
和
五

年
二
月
十
三
日
、
嘉
承
二
年
二
月
十
三
日
・
七
月
十
四
日
・
八
月
十
三
日
・
九

月
廿
三
日
、
天
仁
二
年
二
月
十
三
日
、
天
永
二
年
十
一
月
十
九
日
、
天
永
三
年

二
月
十
三
日
・
七
月
十
九
日
・
八
月
三
日
、
永
久
元
年
六
月
廿
九
日
・
九
月
廿

日
、
永
久
二
年
三
月
廿
二
日
・
十
月
三
日
、
永
久
三
年
二
月
十
三
日
、
永
久
五

年
二
月
十
三
日
、
元
永
元
年
七
月
廿
六
日
。『
永
昌
記
』
嘉
承
二
年
四
月
十
一
日
。

『
長
秋
記
』
保
延
元
年
五
月
五
日
。『
兵
範
記
』
久
安
五
年
十
月
八
日
・
十
月
十

四
日
・
十
一
月
八
日
・
十
一
月
十
四
日
・
十
一
月
廿
五
日
、
仁
平
二
年
二
月
十

八
日
・
十
九
日
・
十
二
月
八
日
、
仁
平
三
年
二
月
十
九
日
・
十
二
月
八
日
、
久

寿
二
年
八
月
十
五
日
・
十
一
月
十
五
日
・
十
二
月
十
五
日
、
保
元
元
年
正
月
廿

四
日
・
五
月
十
五
日
・
六
月
十
五
日
、
仁
安
元
年
九
月
一
日
・
九
月
七
日
・
九

月
十
五
日
。『
玉
葉
』
寿
永
元
年
正
月
十
七
日
。『
百
錬
抄
』
文
治
元
年
三
月
廿

六
日
。『
吉
記
』
文
治
元
年
五
月
廿
九
日
。『
山
槐
記
』
文
治
元
年
八
月
廿
三
日
。

12
）『
永
昌
記
』
嘉
承
二
年
四
月
十
一
日
「
塔
形
一
日
法
華
経
」
は
例
外
で
、
一
字
宝

塔
に
な
る
よ
う
摺
ら
れ
た
料
紙
と
推
察
す
る
。

13
）『
中
右
記
』
嘉
承
二
年
八
月
二
日
・
九
月
一
日
。『
長
秋
記
』
大
治
四
年
八
月
十

一
日
・
九
月
廿
八
日
。『
玉
葉
』
養
和
元
年
正
月
廿
九
日
・
二
月
十
二
日
。『
明

月
記
』
建
久
三
年
三
月
廿
日
・
四
月
八
日
。

14
）『
小
右
記
』
治
安
元
年
九
月
十
日
。『
中
右
記
』
大
治
四
年
九
月
廿
八
日
。『
兵
範

記
』
久
安
五
年
十
月
十
三
日
。『
玉
葉
』
寿
永
元
年
正
月
十
二
日
。

15
）『
社
寺
調
査
報
告
』（
前
注
２
）。

16
）
静
岡
市
美
術
館
で
二
〇
一
四
年
十
月
四
日
〜
十
一
月
廿
四
日
に
開
催
さ
れ
た

『
国
宝
・
久
能
山
東
照
宮
展
｜
家
康
と
静
岡
ゆ
か
り
の
名
宝
』
に
て
実
見
。

17
）『
重
憲
記
』
天
養
元
年
四
月
十
九
日
（
大
和
文
華
館
蔵：

函
号
１

１
４
７
７

（
国
文
学
研
究
資
料
館
デ
ー
タ
ベ
ー
ス：

マ
イ
ク
ロ
請
求
記
号
２
５
７

３
７
７

１
３
））。

一
五
七

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要

文
学
研
究
科
篇

第
四
十
六
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）



18
）
詳
し
く
は
別
稿
を
準
備
し
て
い
る
。

19
）『
中
右
記
』
長
承
二
年
二
月
九
日
。「
鳥
羽
院
庁
下
文
」
保
延
四
年
五
月
廿
日

（『
平
安
遺
文
』
五
〇
〇
一
）。

20
）『
永
昌
記
』
天
治
元
年
六
月
三
日
。「
院
号
二
」『
記
録
部
類
』（
国
立
公
文
書
館

蔵：
請
求
番
号
１
４
４

０
４
７
９
・
巻
二
二
〇
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵：

函
架
番

号
２
５
５

１
４
４
・
巻
七
二
）。『
長
秋
記
』
保
延
元
年
三
月
廿
七
日
。

21
）『
久
能
寺
蔵

典

證
』『
古

法
華
經
模
本
』（
前
注
７
）。

22
）
史
料
編
纂
掛
『
久
能
寺
経
解
題
附
奥
書
目
録
』（
前
注
８
）。

23
）『
尊
卑
分
脈
』。『
中
右
記
』
で
は
藤
原
姓
と
な
っ
て
い
る
が
誤
記
で
あ
る
。

24
）
史
料
編
纂
掛
『
久
能
寺
経
解
題
附
奥
書
目
録
』（
前
注
８
）。

25
）
足
立
鍬
太
郎
「
久
能
寺
の
研
究
」（
前
注
８
）、
ヘ
レ
ー
ネ
・
ア
ル
ト
「
久
能
寺

経
」『
王
朝
美
術
に
お
け
る
結
縁
装
飾
法
華
経
』
山
川
出
版
社

二
〇
一
〇
年
。

26
）
高
柳
光
寿
「
久
能
寺
経
成
立
の
事
情
と
年
代
」
名
筆
鑑
賞
会
『
久
能
寺
経
』
一

九
五
一
年
。

27
）
小
松
茂
美
「
久
能
寺
経
成
立
の
背
景
（
上
）」『
書
品
』
第
四
二
号

東
洋
書
道

協
会

一
九
五
三
年
。

28
）
高
柳
光
寿
「
久
能
寺
経
成
立
の
事
情
と
年
代
」（
注
26
）、
白
畑
よ
し
「
久
能
寺

経
」（
前
注
８
）、
春
名
好
重
「
久
能
寺
経
」『
古
筆
大
辞
典
』
一
九
七
九
年

淡

交
社
。

29
）
足
立
鍬
太
郎
「
久
能
寺
の
研
究
」（
前
注
８
）。

30
）
高
柳
光
寿
「
久
能
寺
経
成
立
の
事
情
と
年
代
」（
前
注
26
）。

31
）『
平
治
物
語
〔
絵
巻
〕』
第
二
軸

信
西
巻

国
立
国
会
図
書
館
蔵：

請
求
記
号

Ｗ
Ａ
31
｜
４
。

32
）「
台
記
列
見
記
」（『
古
記
録
集
』
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書

第
六
一
巻

朝
日
新
聞

社

一
九
九
九
年
）、『
台
記
』。

33
）
片
野
四
郎
「
駿
河
国
久
能
寺
に
伝
来
せ
る
妙
法
蓮
華
経
等
の
経
巻
に
就
て
」
中

川
忠
順
・
溝
口
禎
次
郎
・
大
村
西
崖
『
青
邱
遺
稿
』
健
堂

一
九
〇
九
年
。

34
）
古
代
学
協
会
・
古
代
学
研
究
所
「
主
要
官
女
表
」（「
日
本
古
代
後
宮
表
」
の
内
）

『
平
安
時
代
史
事
典

資
料
・
索
引
編
』
角
川
書
店

一
九
九
四
年
。

35
）
ヘ
レ
ー
ネ
・
ア
ル
ト
「
久
能
寺
経
」（
前
注
25
）、『
為
房
卿
記
』
康
和
五
年
八
月

十
七
日
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵：

請
求
番
号
２
０
７
３

４
）。

36
）
植
村
和
堂
「
久
能
寺
経
に
つ
い
て
」（
前
注
４
）。

37
）
足
立
鍬
太
郎
「
久
能
寺
の
研
究
」（
前
注
８
）。

38
）
顕
証
本
『
仁
和
寺
諸
院
家
記
』（『
仁
和
寺
史
料

寺
誌
編
一
』
奈
良
国
立
文
化

財
研
究
所
史
料
第
三
冊

一
九
六
四
年

吉
川
弘
文
館
）、『
長
秋
記
』
保
延
元

年
五
月
十
七
日
。

39
）『
右
衛
門
督
家
歌
合
』
久
安
五
年
六
月
廿
八
日
（『
群
書
類
従
』
巻
一
八
四
）、

『
兵
範
記
』
保
元
元
年
四
月
廿
二
日
。

40
）『
台
記
』
仁
平
元
年
正
月
廿
三
日
、『
尊
卑
分
脈
』、『
東
宮
冠
礼
部
類
記
』（『
続

群
書
類
従
』
巻
二
九
三
）・『
兵
範
記
』
久
寿
二
年
十
二
月
九
日
、「
す
べ
ら
ぎ
の

下
」『
今
鏡
』
第
三
。

41
）『
兵
範
記
』
久
寿
二
年
七
月
廿
四
日
・
八
月
一
日
・
九
月
五
日
、「
す
べ
ら
ぎ
の

下
」『
今
鏡
』
第
三
。

42
）
小
松
茂
美
「
久
能
寺
経
成
立
の
背
景
」（
前
注
27
）、
ヘ
レ
ー
ネ
・
ア
ル
ト
「
久

能
寺
経
」（
前
注
25
）。

43
）
梶
谷
亮
治
「
久
能
寺
経
に
つ
い
て
｜
個
人
蔵
本
を
中
心
に
｜
」『
平
安
古
経
展
』

（
前
注
３
）。

44
）
小
松
茂
美
「
久
能
寺
経
成
立
の
背
景
」（
前
注
27
）。

45
）『
長
秋
記
』
長
承
三
年
八
月
廿
七
日
、『
仁
平
御
賀
記
』
仁
平
二
年
三
月
七
日

（『
続
群
書
類
従
』
巻
一
〇
〇
〇
）。

46
）『
平
知
信
記
』（
藤
田
経
世
「
平
記
抄
（
五
）」『
校
刊
美
術
史
料
続
篇
』
第
一
巻

一
九
八
五
年
）。

47
）
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
史
料
編
纂
掛
『
史
料
綜
覧
』
朝
陽
会

一
九
二
六
年
。

48
）
高
柳
光
寿
「
久
能
寺
経
成
立
の
事
情
と
年
代
」（
前
注
26
）。

49
）「
宇
槐
記
抄
」
仁
平
三
年
六
月
廿
一
日
、『
山
槐
記
』
仁
安
二
年
三
月
廿
四
日
・

四
月
二
日
・
治
承
三
年
十
一
月
廿
六
日
。

50
）
熊
谷
宣
夫
「
武
藤
氏
蔵
法
華
経
解
」
帝
国
美
術
院
附
属
美
術
研
究
所
『
美
術
研

究
』
第
二
八
号

岩
波
書
店

一
九
三
四
年
。

51
）
谷
山
茂
「
親
忠
家
と
俊
成
」『
人
文
研
究
』
巻
十
二
第
六
号

大
阪
市
立
大
学
大

学
院
文
学
研
究
科

一
九
六
一
年
。

一
五
八

『
久
能
寺
経
』
の
制
作
年
・
制
作
動
機
に
つ
い
て
（
山
口
希
世
美
）



52
）『
諸
院
宮
御
移

部
類
記
』
上
（
宮
内
庁
書
陵
部
『
仙
洞
御
移

部
類
記
』
下

図
書
寮
叢
刊

明
治
書
院

一
九
九
一
年
）。

53
）『
久
能
寺
蔵

典

證
』『
古

法
華
經
模
本
』（
前
注
７
）。

54
）
初
出
不
明
。
平
田
久
『
大
師
会
図
録

第
十
六
回
』
一
九
一
二
年
、
史
料
編
纂
掛

『
久
能
寺
経
解
題
附
奥
書
目
録
』（
前
注
８
）、
中
川
忠
順
「
久
能
寺
経
法
華
経
薬

草
喩
品

」（「
解

其
二
」
の
内
）
和
田
幹
男
『
古
写
経
大
観
』
精
芸
出
版
合
資
会

社

一
九
二
〇
年
、
ほ
か
。

55
）
高
柳
光
寿
「
久
能
寺
経
成
立
の
事
情
と
年
代
」（
前
注
26
）、
白
畑
よ
し
「
久
能

寺
経
」（
前
注
８
）、
小
松
茂
美
「
久
能
寺
経
成
立
の
背
景
」（
前
注
27
）。

56
）
長
男
は
大
治
元
年
十
一
月
九
日
に
出
家
（「
中
右
記
目
録
」）。
三
男
は
大
治
二
年

七
月
二
日
に
奈
良
へ
下
向
。
四
男
宗
親
は
天
治
元
年
（
一
一
二
四
）
十
二
月
十

二
日
に
平
等
院
僧
正
房
に
入
り
、
大
治
三
年
八
月
廿
八
日
に
園
城
寺
に
入
る

（「
中
右
記
目
録
」）。

57
）
小
松
茂
美
「
久
能
寺
経
成
立
の
背
景
」（
前
注
27
）。

58
）
保
延
元
年
十
月
廿
日
、
保
延
二
年
七
月
廿
六
日
・
八
月
四
日
・
十
一
日
。

59
）
承
徳
元
年
十
二
月
廿
四
日
、
保
安
元
年
七
月
廿
五
日
、
長
承
三
年
二
月
六
日
。

60
）「
院
号
二
」『
記
録
部
類
』（
前
注
20
）。

61
）『
久
能
寺
蔵

典

證
』『
古

法
華
經
模
本
』（
前
注
７
）。

62
）
小
松
茂
美
「
久
能
寺
経
成
立
の
背
景
」（
前
注
27
）。

63
）『
久
能
寺
蔵

典

證
』『
古

法
華
經
模
本
』（
前
注
７
）。

64
）
高
柳
光
寿
「
久
能
寺
経
成
立
の
事
情
と
年
代
」（
注
26
）。

65
）
真
鍋
俊
照
「
心
覚
と
別
尊
雑
記
に
つ
い
て
」『
仏
教
芸
術
』
七
〇
号

毎
日
新
聞

社

一
九
六
九
年
。

66
）『
平
知
信
記
』（
前
注
46
）。

67
）
高
橋
正
彦
「
天
理
図
書
館
所
蔵

太
政
官
牒
に
つ
い
て
」『
天
理
図
書
館
報

ビ

ブ
リ
ア
』
第
八
八
号

一
九
八
七
年
。

68
）
真
木
隆
行
「
永
久
元
年
の
真
言
宗
阿

梨
と
東
寺
定
額
僧
」
東
寺
文
書
研
究
会

『
東
寺
文
書
と
中
世
の
諸
相
』
思
文
閣
出
版

二
〇
一
一
年
。

69
）「
春
日
詣
記
」『
台
記
』
仁
平
元
年
七
月
十
八
日
、『
東
大
寺
続
要
録

供
養
篇
』

建
久
六
年
三
月
十
二
日
（『
続
々
群
書
類
従
』）。
出
自
不
明
。

70
）
宇
多
源
氏
信
綱
男
の
歌
人
（『
尊
卑
分
脈
』）。

71
）
吉
田
靖
雄
「
大
原
三
千
院
本
堂
の
建
立
者
真
如
房
の
研
究
」『
大
阪
教
育
大
学
紀

要

第
二
部
門

社
会
科
学
・
生
活
科
学
』
三
三
巻
一
号

大
阪
教
育
大
学

一
九
八
四
年
、『
久
安
四
年
記
』（『
歴
代
残
闕
日
記
』
第
八
冊

臨
川
書
店

一

九
八
九
年
、『
相
親
卿
送
葬
記
』（『
続
群
書
類
従
』
巻
九
九
三
））。

72
）『
弁
官
補
任
』（『
群
書
類
従
』
巻
四
五
）、『
公
卿
補
任
』、『
尊
卑
分
脈
』。

73
）
梶
谷
亮
治
「
久
能
寺
経
に
つ
い
て
」（
前
注
43
）。

74
）「
保
延
七
年
真
言
院
後
七
日
御
修
法
請
僧
交
名
」
紙
背
・「
天
養
二
年
真
言
院
後

七
日
御
修
法
請
僧
交
名
」
紙
背
・「
久
安
三
年
真
言
院
後
七
日
御
修
法
請
僧
交

名
」
紙
背
（「
真
言
院
後
七
日
御
修
法
請
僧
交
名
」『
百
合
文
書
』
函
番
号：

ふ

函
╱
２
╱
29
、
33
、
35
）。

75
）『
兵
範
記
』
仁
平
三
年
三
月
一
日
・
十
二
月
廿
八
日
、
保
元
二
年
十
月
廿
九
日
。

『
山
槐
記
』
仁
安
二
年
二
月
十
四
日
。『
兵
範
記
』
仁
安
二
年
正
月
卅
日
（
京
都

大
学
附
属
図
書
館
蔵：

請
求
記
号
３
╱
ヒ
╱
10
）。

76
）
初
出
不
明
。
史
料
編
纂
掛
『
久
能
寺
経
解
題
附
奥
書
目
録
』（
前
注
８
）、
足
立

鍬
太
郎
「
久
能
寺
の
研
究
」（
前
注
８
）、
ほ
か
。

77
）『
長
秋
記
』
保
延
元
年
四
月
十
八
日
。『
台
記
』
保
延
二
年
十
二
月
十
三
日
。『
本

朝
世
紀
』
久
安
五
年
十
二
月
廿
五
日
。「
春
日
詣
記
」『
台
記
』
仁
平
三
年
十
一

月
廿
七
日
。『
兵
範
記
』
仁
安
三
年
六
月
四
日
。『
山
槐
記
』
応
保
元
年
七
月
廿

五
日
、
長
寛
二
年
六
月
廿
九
日
。

78
）
植
村
和
堂
「
久
能
寺
経
の
寿
量
品
に
つ
い
て
」（
前
注
６
）。

79
）「
久
能
寺
住
物
法
花
廿
八
品
目
録
」
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
『
朝
吹
文
書
』
請

求
記
号
３
０
７
１
・
36

87
。
年
代
特
定
は
、
小
松
茂
美
「
久
能
寺
経
成
立
の
背

景
」（
前
注
27
）。

80
）
故
白
河
院
菩
提
供
養
と
す
る
先
行
研
究：

福
井
利
吉
郎
「
五

絵
巻
物
研
究
資

料
と
し
て
の
院
政
時
代
略
年
表
」（「
絵
巻
物
概
説
」）『
福
井
利
吉
郎
美
術
史
論

集

中
』
中
央
公
論
美
術
出
版

一
九
九
九
年
（
初
出：

一
九
三
二
・
一
九
三

三
年

岩
波
書
店
）、
小
松
茂
美
「
久
能
寺
経
成
立
の
背
景
」（
前
注
27
。
但
し

後
に
「
待
賢
門
院
と
久
能
寺
経
」（
前
注
９
）
で
待
賢
門
院
逆
修
説
に
変
え
る
）。

81
）
東
京
国
立
博
物
館
で
二
〇
一
六
年
八
月
廿
三
日
〜
九
月
十
九
日
に
展
示
さ
れ
た

一
五
九

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要

文
学
研
究
科
篇

第
四
十
六
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）



際
に
実
見
。

82
）
初
出
不
明
。
田
中
親
美
（
記：

高
柳
光
寿
）「
久
能
寺
経
秘
話
」
名
筆
鑑
賞
会

『
久
能
寺
経
』
一
九
五
一
年
、
白
畑
よ
し
「
久
能
寺
経
」（
前
注
８
）、
春
名
好
重

「
久
能
寺
経
」（
前
注
28
）、
ほ
か
。

83
）
実
親
発
願
と
す
る
先
行
研
究：

マ
イ
ケ
ル
・
ジ
ャ
メ
ン
ツ
（
訳：

米
倉
迪
夫
）

「
信
西
一
門
の
真
俗
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
院
政
期
絵
画
制
作
」『
鹿
園

集

奈
良

国
立
博
物
館
研
究
紀
要
』
十
号

奈
良
国
立
博
物
館

二
〇
〇
八
年
、
五
味
文

彦
「『
久
能
寺
経
』
と
『
平
家
納
経
』」（「
藤
原
顕
長

家
の
形
成
に
心
血
を
注

い
で
」
の
内
）『
人
物
史
の
手
法

歴
史
の
見
え
方
が
変
わ
る
』
左
右
社

二
〇

一
四
年
。

84
）
山
口
希
世
美
「
平
安
時
代
の
「
結
縁
経
」」（
前
注
10
）。

85
）『
長
秋
詠
藻
』（
川
村
晃
生
・
久
保
田
敦
『
長
秋
詠
藻
・
俊
忠
集
』
和
歌
文
学
体

系
二
二

明
治
書
院

一
九
九
八
年
）。

86
）
白
畑
よ
し
「
法
華
経
歌
絵
に
就
い
て
」
東
京
美
術
研
究
所
『
美
術
史
学
』
八
八

号

岩
波
書
店

一
九
四
四
年
、
ヘ
レ
ー
ネ
・
ア
ル
ト
「
久
能
寺
経
」（
前
注

25
）。

87
）
白
畑
よ
し
「
歌
絵
と
蘆
手
」『
美
術
研
究
』
第
一
二
五
号

一
九
四
二
年
。

（
や
ま
ぐ
ち
き
よ
み

文
学
研
究
科
歴
史
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
）

（
指
導
教
員：

今
堀

太
逸

教
授
）

二
〇
一
七
年
九
月
四
日
受
理

一
六
〇

『
久
能
寺
経
』
の
制
作
年
・
制
作
動
機
に
つ
い
て
（
山
口
希
世
美
）


